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令和３年度 南九州市市民参加推進会議 会議録 

 

■ 日  時  令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日 （ 火 ） 13時 30分 ～ 14時 30分  

■ 場  所  知 覧 庁 舎 本 館 ２ 階  委 員 会 室  

■ 出 席 者  （ 委 員 ）  楠 原  万 介 会 長 ， 大 迫  茂 子 副 会 長 （ 以 下 50音 順 ），  

市 坪  和 美 ， 宇 都  美 幸 ， 鎌 倉  智 子 ， 後 藤  真 由 美 ，  

瀬 川  知 香 ， 中 村  利 和 ， 原 田  洋 子 ， 村 永  正 人  

     （ 事 務 局 ） 橋 口  和 久 ま ち づ く り 推 進 課 長 ，  

坂 口  耕 作 共 生 ・ 協 働 推 進 係 長 ，  

         郷  祐 樹 主 任 主 査 ， 山 内  康 平 主 事 （ 議 事 録 作 成 者 ）  

■ 欠 席 者  （ 委 員 ）  濵 田  純 一 ， 原  清 次  
 

 

１ ． 開 会 （ 13： 30）  会 議 の 成 立 宣 言  
 

２ ． 市 長 挨 拶  

３ ． 協 議  

 ①  市 民 参 加 推 進 会 議 の 役 割 等 に つ い て  

 ②  令 和 ２ 年 度 市 民 参 加 手 続 の 実 施 状 況 の 報 告  

  １ ． 市 政 懇 談 会 (市 長 と ま ち な か ミ ー テ ィ ン グ ， 市 長 と 語 る 会 ) 

  ２ ． 南 九 州 市 過 疎 地 域 自 立 促 進 計 画 の 策 定  

  ３ ． 南 九 州 市 創 生 総 合 戦 略 の 検 証 ・ 改 善  

  ４ ． 南 九 州 市 国 土 強 靭 化 地 域 計 画 の 策 定  

  ５ ． 第 ６ 期 障 害 福 祉 計 画 ・ 第 ２ 期 障 害 児 福 祉 計 画 の 策 定  

  ６ ． 南 九 州 市 高 齢 者 福 祉 計 画 及 び 第 ８ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 策 定  

  ７ ． 南 九 州 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 の 策 定  

  ８ ． 南 九 州 市 景 観 計 画  

  ９ ． 第 ３ 期 南 九 州 市 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定  

  10． 南 九 州 市 学 校 施 設 長 寿 命 化 計 画 の 策 定  

 ③  令 和 ３ 年 度 市 民 参 加 手 続 の 実 施 予 定 に つ い て  

  １ ． 新 庁 舎 建 設 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 の 策 定  

  ２ ． 南 九 州 市 中 期 財 政 計 画 の 見 直 し  

  ３ ． 第 ２ 期 南 九 州 市 創 生 総 合 戦 略 の 検 証 ・ 改 善  

  ４ ． 南 九 州 市 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 計 画 の 策 定  

  ５ ． 南 九 州 市 地 域 公 共 交 通 計 画 の 策 定  

  ６ ．「 食 育 ・ 地 産 地 消 」 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査  

  ７ ． 南 九 州 市 景 観 計 画 の 策 定  

  ８ ． 子 育 て し や す い プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 計 画 の 策 定  

  ９ ． 市 長 と ま ち な か ミ ー テ ィ ン グ  
 

④ そ の 他  
 

４ ． 事 務 連 絡  
 

５ ． 閉 会  
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【協議①市民参加推進会議の役割等について】  

（ 事 務 局 ） 説 明   

 

【協議②令和２年度市民参加手続の実施状況の報告】  
 

（ 会 長 ）  

次 に ， 協 議 ② の 「 令 和 ２ 年 度 市 民 参 加 手 続 の 実 施 状 況 の 報 告 」 で あ る が ， 10件

と 件 数 が 多 い た め ， 事 務 局 が ま ず 前 半 の １ か ら ５ ま で の 説 明 を 行 っ た の ち に ， そ

の ５ 件 の 審 議 。そ の 後 に 残 り の ６ か ら 10の 説 明 ，審 議 と い う 形 を と っ て よ ろ し い

か 。  

 

～ 異 議 な し の 声 ～  

 

そ れ で は ， 令 和 ２ 年 度 市 民 参 加 手 続 の 実 施 状 況 の 報 告 に つ い て ， 事 務 局 に 説 明

を お 願 い す る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

「 １ ． 市 政 懇 談 会 (市 長 と ま ち な か ミ ー テ ィ ン グ ， 市 長 と 語 る 会 )」，「 ２ ． 南 九 州

市 過 疎 地 域 自 立 促 進 計 画 の 策 定 」，「 ３ ．南 九 州 市 創 生 総 合 戦 略 の 検 証・改 善 」，「 ４ ．

南 九 州 市 国 土 強 靭 化 地 域 計 画 の 策 定 」，「 ５ ． 第 ６ 期 障 害 福 祉 計 画 ・ 第 ２ 期 障 害 児

福 祉 計 画 の 策 定 」 に つ い て 説 明 。  

 

（ 会 長 ）  

１ か ら ５ に つ い て ， 市 民 参 加 が 適 切 か 審 議 し た い が ， 何 か 意 見 は あ る か 。  

～ 意 見 な し ～  

意 見 が 無 い よ う で あ れ ば 次 に 進 ん で よ ろ し い か 。  

～ 異 議 な し の 声 ～  

そ れ で は ６ か ら 10ま で 事 務 局 説 明 を お 願 い す る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

「 ６ ． 南 九 州 市 高 齢 者 福 祉 計 画 及 び 第 ８ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 策 定 」，「 ７ ． 南 九

州 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 の 策 定 」，「 ８ ． 南 九 州 市 景 観 計 画 」，「 ９ ． 第

３ 期 南 九 州 市 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定 」，「 10． 南 九 州 市 学 校 施 設 長 寿 命 化 計 画 の

策 定 」 に つ い て 説 明 。  

 

（ 会 長 ）  

６ か ら 10に つ い て 意 見 は あ る か 。  
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（ 委 員 ）  

「 ９ ． 第 ３ 期 南 九 州 市 教 育 振 興 基 本 計 画 」 に つ い て パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト で 12件

意 見 が あ っ た よ う だ が ， ど の よ う な 内 容 で あ っ た の か 。  

 

（ 事 務 局 ）  

意 見 内 容 に つ い て 説 明 。  

12件 の 意 見 の 内 ， １ 件 は 計 画 内 容 に 反 映 さ れ た 。  

 

（ 会 長 ）  

他 に ６ か ら 10に つ い て 意 見 は あ る か 。  

 

（ 委 員 ）  

 コ ロ ナ 禍 に よ り 会 議 等 が 軒 並 み 中 止 に な っ た 。Zo o mな ど オ ン ラ イ ン 会 議 の シ ス

テ ム の 導 入 を 検 討 し て は ど う か 。私 の 身 近 に い る 70歳 代 の 方 は ，オ ン ラ イ ン 会 議

を 使 っ て み る と 何 と な く 使 い 方 が 分 か っ た と 言 っ て い た 。 難 易 度 は 高 く な い と 思

う 。  

 そ れ と ， 私 の 所 属 す る 団 体 の 一 員 が 南 九 州 市 景 観 計 画 の 会 議 に 委 員 と し て 参 加

し て お り ， 団 体 の 会 議 の 際 に 市 の 会 議 で は 現 在 こ の よ う な こ と に つ い て 話 を し て

い る と 報 告 を 受 け る 。 た く さ ん の 人 が 集 ま っ て 会 議 す る こ と は コ ロ ナ 禍 に よ り 難

し い と 思 う 。 各 委 員 が 所 属 す る 持 ち 場 や 団 体 の 集 ま り の 際 に ， 市 の 会 議 内 容 に つ

い て 議 題 に 上 げ て も ら う よ う 市 が 働 き か け れ ば も っ と た く さ ん 意 見 が 出 る と 思 う 。 

 

（ 事 務 局 ）  

 Zoo m導 入 に つ い て ，各 文 化 会 館 で We b会 議 が で き る よ う 環 境 整 備 を 進 め て い く

よ う で あ る 。  

 会 議 の 働 き か け に つ い て ， 複 数 回 会 議 が あ る も の に つ い て は 各 団 体 へ 持 ち 帰 っ

て 意 見 を 募 る と い う こ と は や り 易 い よ う に 思 う 。 会 議 で は 意 見 を 多 く 出 し て い た

だ き た い と い う の が あ る の で ， 貴 重 な 意 見 と し て 承 る 。  

 

（ 会 長 ）  

他 に ６ か ら 10に つ い て 意 見 は あ る か 。  

 

（ 委 員 ）  

 近 年 ， 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 に よ り 地 域 の 行 事 や 共 同 実 施 し て い る 作 業 が 継 続

で き な く な っ て き て お り ， 市 が 推 進 す る コ ミ プ ラ に 取 り 組 む 段 階 に 来 て い る 。 先
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ほ ど の 報 告 で 人 口 ビ ジ ョ ン に つ い て 調 査 を し た と い う こ と だ が ， デ ー タ を い た だ

け な い か 。 コ ミ プ ラ に 取 り 組 む う え で 参 考 資 料 と し た い 。  

 

（ 会 長 ）  

い ま の 意 見 は 令 和 ２ 年 度 市 民 参 加 手 続 き の 実 施 状 況 の 報 告 １ ～ 10に 対 す る 意 見 で

は な い よ う に 思 え る 。 担 当 課 は こ の 会 議 と は 別 で ， デ ー タ の 提 供 等 ご 協 力 を よ ろ

し く お 願 い す る 。  

そ の 他 意 見 は な い か 。 な け れ ば 以 上 で 協 議 ② の 令 和 ２ 年 度 市 民 参 加 手 続 き の

実 施 状 況 の 報 告 を 終 わ る 。 次 に ， 協 議 ③ に 移 る 。  

 

【協議③令和３年度市民参加手続きの実施予定について】  

 

（ 会 長 )  

こ ち ら も ９ 件 と 件 数 が 多 い た め ， １ ～ ５ ま で 説 明 を 行 っ た の ち に ， そ の ５ 件 の

審 議 。 そ の 後 に 残 り の ６ ～ ９ の 説 明 ， 審 議 と い う 形 を と る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

「 １ ． 新 庁 舎 建 設 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 の 策 定 」，「 ２ ． 南 九 州 市 中 期 財 政 計 画 の 見

直 し 」，「 ３ ． 第 ２ 期 南 九 州 市 創 生 総 合 戦 略 の 検 証 ・ 改 善 」，「 ４ ． 南 九 州 市 過 疎 地

域 持 続 的 発 展 計 画 の 策 定 」，「 ５ ． 南 九 州 市 地 域 公 共 交 通 計 画 の 策 定 」 に つ い て 説

明 。  

 

（ 会 長 ）  

１ か ら ５ に つ い て 意 見 は あ る か 。  

無 け れ ば ６ ～ ９ の 説 明 を 事 務 局 に お 願 い す る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

「 ６ ．「 食 育・地 産 地 消 」に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 」，「 ７ ．南 九 州 市 景 観 計 画 の

策 定 」，「 ８ ． 子 育 て し や す い プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 計 画 の 策 定 」，「 ９ ． 市 長 と ま ち な

か ミ ー テ ィ ン グ 」 に つ い て 説 明  

 

（ 会 長 ）  

６ ～ ９ に つ い て 意 見 は あ る か 。  

 

（ 委 員 ）  

「 ８ ． 子 育 て し や す い プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 計 画 の 策 定 」 で あ る が ， 児 童 館 と 子 育
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て 拠 点 施 設 等 を 併 設 す る と い う こ と か 。 ど こ か に 建 設 す る と い う こ と か 。  

 

（ 事 務 局 ）  

 事 業 の 担 当 は 福 祉 課 に な る 。 今 年 度 川 辺 に あ る 第 １ 児 童 館 を 改 修 す る 予 定 で あ

る 。 詳 細 は 担 当 課 へ 聞 い て い た だ き た い 。  

 

（ 会 長 ）  

他 に 意 見 は あ る か 。  

な け れ ば 協 議 ③ 令 和 ３ 年 度 市 民 参 加 手 続 き の 実 施 予 定 に つ い て の 協 議 を 終 了

す る 。  

続 い て 協 議 ④ そ の 他 で あ る が ， 何 か 意 見 は な い か 。  

 

～ 意 見 な し ～  

 

（ 会 長 ）  

 な い よ う な の で ， 私 か ら 意 見 が あ る 。  

 「 南 九 州 市 景 観 計 画 の 策 定 」 が あ り ， ア ン ケ ー ト な ど 色 々 な 市 民 参 加 を 行 っ て

い る が ， ど の よ う な 意 見 が 出 て い る の か 。  

 

（ 事 務 局 ）  

 こ の 計 画 に つ い て ， 市 の 会 議 で 職 員 も 説 明 を 受 け て い る と こ ろ で あ る 。  

 各 種 届 出 （ 伐 採 届 な ど ） が 提 出 さ れ た 際 に ， 景 観 計 画 に 対 し て 妥 当 か ど う か を

審 議 会 で 判 断 し ， 計 画 に 則 さ な い よ う で あ れ ば 修 正 を お 願 い す る と い う も の 。  

 先 日 の 職 員 に 対 す る 説 明 会 で は ，色 に つ い て の 規 制 と い う 話 は 出 て こ な か っ た 。 

 例 え ば ， 開 聞 岳 と 茶 畑 の 景 観 を 害 す る の は い か が な も の か ， と い う 話 が 出 た 。

茶 畑 の 真 ん 中 に ソ ー ラ ー パ ネ ル を 一 体 に 設 置 す る と 届 出 が 提 出 さ れ た 際 に ， そ れ

は 景 観 を 害 す る の で は と い う こ と を 示 し た 計 画 で あ る 。  

な お ， 市 民 か ら の 意 見 は 把 握 し て い な い 。  

 

（ 会 長 ）  

 了 解 し た 。 他 に な い か 。  

以 上 で 会 次 第 ３ 協 議 を 終 了 す る 。  

皆 様 の ご 協 力 の お 蔭 で 無 事 に 終 え る こ と が で き た 。 感 謝 申 し 上 げ る 。  

 

 

 



 

6 

 

 

【事務連絡】  

（ 事 務 局 ）  

続 い て ， 会 次 第 ４ の 「 事 務 連 絡 」 に つ い て ， 事 務 局 か ら １ 点 連 絡 申 し 上 げ る 。 

 

（ 事 務 局 ）  

冒 頭 に 申 し 上 げ た よ う に ， 本 日 の 会 議 の 議 事 録 は 会 長 確 認 後 に 市 ホ ー ム ペ ー ジ

で 公 開 す る こ と を よ ろ し く お 願 い す る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

他 に な い よ う で あ れ ば ， こ れ で 令 和 ３ 年 度 市 民 参 加 推 進 会 議 を 終 了 す る 。  

 

【 14時 30分 閉 会 】  


